
三好市放課後児童クラブ（芝生・王地・辻・西井川） 
運営業務委託業者選定プロポーザル募集要領 

1．趣旨 

三好市（以下「市」という。）では、児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設と

して、市内 13 小学校区で放課後児童クラブを開設しています。 

令和 4 年度からは、民間事業者が持つ専門的かつ高度な知識や経験等を活用し、安定的な運営か

つ良質なサービスが提供できる放課後児童クラブを確立するため、運営委員会から民間事業者への

運営業務委託の変更を行っています。令和 6 年度においては、芝生、王地、辻、西井川の児童クラ

ブの運営について民間事業者を募集し、運営業務を委託します。 

この募集要領は、三好市放課後児童クラブ（芝生・王地・辻・西井川）に係る実施業務（以下「本

業務」という。）の契約候補者をプロポーザル方式により選定するにあたり、必要な事項を定めたも

のです。 

なお本プロポーザルは、予算議決前の準備行為として実施するものであり、議会において原案ど

おり可決されない場合は、本プロポーザルについて実施の効力を失う場合もあり得るものとします。 

 

2．事業の概要 

(1) 委託業務名 

三好市放課後児童クラブ（芝生・王地・辻・西井川）運営業務 

(2) 業務内容 

別紙「三好市放課後児童クラブ（芝生・王地・辻・西井川）運営業務委託仕様書」のとおり。 

(3) 履行期間 

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで（1 年間）とする。また、受託候補者となっ

た日から令和 6 年 3 月 31 日までの間を開設準備期間とし、業務の開始準備や支援員等の確

保を行うものとする。 

(4) 予算規模 

本業務に係る費用の上限は、30,000,000 円以内とする。 

本業務に係る消費税及び地方消費税は、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 6 条第 1 項

及び別表第 1 第 7 号に該当するため、非課税として取り扱う。 

(5) 担当部署 

三好市環境福祉部 子育て支援課   〒778-0004 三好市池田町シンマチ 1474 番地  

電話：0883-72-7648 Ｅメール： kosodateshien@city.tokushima-miyoshi.lg.jp 

3．応募者の参加資格要件 

三好市放課後児童クラブ（芝生・王地・辻・西井川）運営業務委託公募型プロポーザル（以下「本

プロポーザル」という。）の参加資格を有する者は、公募型プロポーザル参加表明書提出期限日時点

（令和 5 年 10 月 3 日）において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。   

なお、本市との契約締結までの間に、次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、原則

として参加資格を取り消すものとする。 

(1) 法人格を有し、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条の 3 第 2 項に規定する放課後



児童健全育成事業（放課後児童クラブ）に関し、地方公共団体から業務を受託（指定管理者

の指定を含む。）又は当該事業を実施し、かつ、その業務を履行（実施）した実績があること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

(3) 市の競争入札における指名停止措置を受けていないこと。 

(4) 三好市暴力団排除条例（平成 24 年三好市条例第 1 号）に基づく入札参加排除措置を受けて

いないこと。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）

に基づく破産手続き開始の申立てがなされていないこと。 

(6) 納期限の到来している国税及び地方税（申告所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税

をいう。）の未納がないこと。 

4．評価項目及び評価基準 

別表「審査基準表」のとおり 

5．スケジュール予定 

内    容 実施期間等 

手続き開始の公告（三好市ホームページ） 令和 5 年 9 月 20 日（水） 

質問書および現地見学申込書の提出期限 令和 5 年 9 月 25 日（月） 

質問に対する回答期限 令和 5 年 9 月 28 日（木） 

参加表明書の提出期限 令和 5 年 10 月 3 日（火） 

業務提案書等の提出期限 令和 5 年 10 月 17 日（火） 

一次審査（書類審査） 令和 5 年 10 月 18 日（水） 

一次審査結果通知 令和 5 年 10 月 19 日（木） 

二次審査（プレゼンテーション） 令和 5 年 11 月上旬 予定 

二次審査結果の公表及び通知 令和 5 年 11 月上旬 予定 

契約締結 令和 6 年 4 月 1 日 予定 

運営業務委託開始に向けての事前調整・準備 令和 6 年 3 月 31 日まで 

6．実施要領等の交付 

(1) 交付資料 

① 本実施要領 

② 三好市放課後児童健全育成事業運営業務委託仕様書 

③ 各様式（様式 1～様式 9） 

(2) 交付方法 

交付資料は担当部署で直接受け取るか、三好市ホームページからダウンロードすること。 

7．現地見学について 

本プロポーザルに参加しようとする者で、現地見学を希望する場合は、令和 5 年 9 月 25 日までに

申込みをすること。 

(1) 日時  希望事業者と日程を調整し、令和 5 年 9 月 25 日～9 月 29 日の間で実施する。 

(2) 現地見学施設 



○芝生放課後児童クラブ（三好市三野町芝生 1170 番地） 

○王地放課後児童クラブ（三好市三野町加茂野宮 1350 番地 2） 

○辻放課後児童クラブ（三好市井川町辻 53 番地 1） 

○西井川放課後児童クラブ（三好市井川町西井川 712 番地 1） 

 (3) 留意事項 

① 参加は 1 事業者につき 2 人までとすること。 

② 令和 5 年 9 月 25 日までに現地見学申込書（様式 1）を電子メールで提出すること。 

8．質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問は、参加表明書、業務提案書等の作成及び提出に関する事項並びに

本業務に関する事項に限ることとし、評価及び審査に関する質問並びに提案内容に関する質問は受

け付けない。 

(1) 提出期限  令和 5 年 9 月 25 日 17 時まで（必着） 

(2) 提出先   2(5)に掲げる担当部署 

(3) 提出方法  質問書（様式 2）により、電子メールで提出すること。 

※ なお、電子メールを送信した時は、その旨を電話にて連絡すること。また電話やファックス

の質疑応答は行わないので注意すること。 

(4)回答方法 

参加表明書の提出者に電子メールで回答するとともに、本市ホームページに掲示する。 

9．参加に係る必要書類の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者は、提出期限までに次の必要書類を提出すること。 

(1) 提出期限  令和 5 年 10 月 3 日 17 時まで（必着） 

(2) 提出先   2(5)に掲げる担当部署 

(3) 提出方法  持参又は郵送で提出すること。 ※受付時間は平日 9 時から 17 時まで 

(4) 提出書類  公募型プロポーザル参加表明書（様式 3） 1 部  

10．業務提案書等の提出 

(1) 提出期限 令和 5 年 10 月 17 日 17 時まで（必着） 

※参加表明書を提出した事業者であっても、提出期限までに業務提案書等を提出しなかった場

合は本プロポーザルへの参加を辞退したものとする。 

(2) 提出先   2(5)に掲げる担当部署 

(3) 提出方法  持参すること。 ※受付時間は平日 9 時から 17 時まで 

(4) 提出書類 

提 出 書 類 様  式 
提出部数 

正本 副本 

事業者概要書 様式 4 

1 部 8 部 

事業者の業務実績 様式 5 

業務提案書 様式 6 及び任意様式 

参考見積書 様式 7 

参考見積内訳書 様式 8 



納期限の到来している国税及び地方税に

未納がないことを証明する書類 
―   

※1 業務提案書については、クラブごとの人員の配置体制を明記するとともに、4 に掲げる

評価項目が表現されたものであること。また、様式 6 に添付する任意様式については、

15 枚（両面 30 ページ）以内を限度枚数とする。 

※2 副本については、提出者が特定される会社名等の情報を削除すること。 

(5) 提出資料作成上の注意事項 

① 提案は、基本的な考え方を簡潔に記述すること。 

② 各ページに通し番号を振ること。 

③ 参考見積書（様式 7）は、業務提案書の内容に基づき本業務の実施に必要となる費用の

総額を算出すること。 

④ 参考見積内訳書（様式 8）は、見積りの項目を分かるように記載すること。 

⑤ 書類を提出後に辞退する場合は、辞退届（様式 9）を提出すること（参加表明書（様式

2）を提出した後の辞退についても同様）。 

11．業務提案事業者の選定 

(1) 一次審査（書類審査） 

「三好市放課後児童クラブ運営業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会（以下「審査

委員会」という。）において、別表「審査基準表」を基準とした一次審査を実施し、要件を満

たした者を業務提案事業者として選定する。 

(2) 審査結果の通知 

二次審査への参加の可否は、令和 5 年 10 月 17 日 17 時までに業務提案書を提出した者に

対し、電子メール及び郵送により通知する。 

12．最優秀提案者の選定 

(1) 二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

審査委員会で事業者を厳正かつ公正に評価するため、提出を受けた業務提案書等の審査及

び面接を実施する。二次審査の実施概要は以下のとおりとする。 

項  目 内  容 

実施予定日 令和 5 年 11 月上旬予定  ※一次審査結果の通知で日時を指定する。 

実施場所 三好市役所内会議室（三好市池田町シンマチ 1500 番地 2）予定 

実施方法 

1 事業者につき 40 分（説明 20 分以内、質疑 20 分程度） 

プレゼンテーションは、提出された業務概要書及び業務提案書に基づき行

うものとし、追加提案や追加資料の提出は認めない。 

プレゼンテーションにおいて、二次審査提出書類の内容に関するスライド

を投影して説明することができる。この場合において、二次審査提出書類の

内容を要約したものを投影することは認めるが、二次審査提出書類に記載の

ない事項を投影することは認めない。なお、プロジェクター及びスクリーン



は本市で用意し、操作端末は業務提案事業者が用意することとする。 

ヒアリングは、事前に提出された書類を用いて行うこととし、提出期限後

の差し替え、追加資料の提出及び提出された業務概要書及び業務提案書に加

筆することは不可とする。 

出席者は、3 名以内（スライド投影時のパソコン操作者を含む｡)とし、ヒ

アリングの時間及び場所等の詳細は、業務提案事業者に別途通知する。 

(2) 審査及び選定 

審査委員会においては、別表「審査基準表」の二次審査の評価項目により採点し、評価点が

最も高い者を最優秀提案者として選定する。また、評価点の合計点が 2 番目に高い者を次点者

とする。評価点が最も高い者が複数ある場合は、同点の者を比較して「管理運営」の評価の高

い順に順位をつけるものとする。その結果で選考できない場合、「特筆すべき事項」「実施体制」

「見積価格」の順で順位づけするものとする。次点者の選考についても、同様の順位付けをす

るものとする。なお、全ての業務提案事業者に対し、文書により選定結果を通知する。 

合計点数の 6 割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない場合は、最優秀提案者又は次点

者として選定しないものとする。 

なお、参加事業者が 1 事業者の場合でも、本プロポーザルは成立するものとする。 

(3) 結果の公表 

審査委員会における審査及び評価の結果については、最優秀提案者及び次点者のみ本市ホー

ムページで公表するとともに、業務提案事業者すべてに通知するものとする。 

(4)契約締結交渉 

市は、審査委員会において最優秀提案者に選定された者を受託候補者として契約交渉を行う。

なお契約交渉が不調となったときは、次点者と契約交渉を行うこととする。 

13．失格事項 

(1) 本プロポーザルの応募者（以下「参加者」という｡)が次のいずれかに該当する場合は失格と

する。 

① 本プロポーザルの手続きの過程で、「3 応募者の参加資格要件」の規定に抵触すること

が明らかとなったとき。 

② 二次審査に出席しなかったとき。 

③ 次のいずれかの行為をしたとき。 

ア 審査委員会委員に対して、直接・間接を問わず故意に接触を求めること。 

イ 他の参加者と応募内容又はその意図について相談すること。 

ウ 最優秀提案者の選定までに、他の参加者に対して応募内容を意図的に開示すること。 

④ その他審査委員会又は本市が不適格と認めたとき。 

(2) 応募者が書類を提出するに当たり次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

① 書類の提出方法、提出先及び提出期限が本要領に適合していないとき。 

② 書類の作成形式等が本要領に適合していないとき。 

③ 書類に事実に反する記載をしたとき。ただし、真にやむをえない事由があると市が認め

る場合はこの限りではない。 



④ 見積書に記載した金額が 2(4)に掲げる予算規模を超過しているとき。 

⑤ 業務提案書等の提出期限後に参考見積書の金額を訂正したとき。 

⑥ その他審査委員会又は本市が不適格と認めたとき。 

14．契約について 

契約内容及び仕様については、受託候補者の選定後、業務提案書等の内容をもとに本市と詳細を

協議するものとする。協議が整い次第、速やかに契約の手続きを行うものとする。 

なお、契約の際には、改めて見積書を提出するものとする。その際には、仕様書の内訳見積書の

提出を求めるものとする。 

15．その他 

(1) 書類等に用いる用語、通貨及び単位は、日本語、日本通貨、日本の標準時及び計量法（平成

4 年法律第 51 号）に定める単位とし、説明文は平易な表現に心がけること。 

(2) 提案は 1 事業者につき 1 提案限りとする。 

(3) 提出後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 

(4) 提出書類は返却しない。 

(5) 提出書類等の著作権は、本市に帰属することとする。ただし、本市と契約を締結しなかった

提案者が提出した書類の著作権については提案者に帰属するものとする。 

(6) 書類の作成、提出及びその説明、二次審査等に係る費用は参加者の負担とする。 

(7) 本プロポーザルの応募を取り下げる場合は、事由発生後速やかに文書で本市に通知すること。 

(8) 本プロポーザルに係る提出書類は、三好市情報公開条例（平成 18 年三好市条例第 12 号）に

基づく公開請求があった場合、原則として公開の対象となる。ただし、公開することで、そ

の者の権利、競争上の地位その他利益を害すると認められる情報は非公開となる場合がある

ので、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出るこ

と。なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において選定に影響が出るおそれのある情報

については、選定後の公開とする。 

(9) 質問への回答並びに、二次審査における受託候補者からの提案及び回答は、三好市放課後児

童健全育成事業運営業務委託仕様書に含まれるものとする。 

(10) 三好市放課後児童クラブ（芝生・王地・辻・西井川）運営業務委託仕様書は、本プロポーザ

ルの公告の時点における本業務に対する本市の考えをまとめたものであり、契約締結前に本

市と受託候補者の双方が協議の上、内容を確認し変更できるものとする。 

16．問い合わせ先 

三好市環境福祉部 子育て支援課   〒778-0004 三好市池田町シンマチ 1474 番地  

電話：0883-72-7648  Ｅメール：kosodateshien@city.tokushima-miyoshi.lg.jp 

  



別表「審査基準表」 

 

【一次審査（書類による形式審査）】 

確認項目 確認内容 

参加資格 ・要領 3 の応募者の参加資格要件を満たしているか 

提出書類 ・提出書類に不足がなく、本要領に示した要件を満たしているか 

見積価格 ・見積価格は上限額の範囲内か 

 

【二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）】 

評価項目 評 価 項 目 配点 書類 

経営方針 ・会社の経営理念、管理責任者がその役割を理解しているか 10 A4 

運営実績 ・業務の受託実績（受託年数、受託クラブ数） 20 様式 5 

応募動機等 ・応募した動機及び放課後児童健全育成事業の受託姿勢 10 A4 

管理運営 

・放課後児童健全育成事業運営の安定したサービス水準及び 

実施方針 

・事故発生時の対応、予防の体制、苦情処理 

・支援員の安定的な確保及び選考方法、配置計画 

 （現支援員の採用等の考え方を含む） 

・支援員の教育及び研修体制 

・支援員の給与及び福利厚生 

・法令順守の考え方 

・個人情報の保護及び職務上知りえた秘密の漏洩防止に関す

る考え方 

100 A4 

実施体制 

・業務委託開始までの流れ 

・保護者との連携、交流の取り組み 

・学校、地域との連携の取り組み 

・施設及び支援員に対する巡回指導 

50 A4 

特筆すべ 

き事項 

・委託による業務の効率性 

・事業者と支援員とのコミュニケーション 

・市の地域経済への貢献 

・その他特筆すべき提案 

50 A4 

見積価格 ・上限額を超過することなく適正に設定されているか 10 様式 7 

計 250  

 


